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仕様書（四小・一小、二保・一幼親子方式） 

 

 

 この仕様書は、学校等における給食を安全、衛生的かつ円滑に実施することを目的とし

て定める。 

 

 

１ 件名 

  島本町立小学校等（（四小・一小、二保・一幼、四保）親子等方式）給食調理等業務

（令和８年度～令和１１年度） 

 

２ 履行場所 

  調理校等  島本町立第四小学校（大阪府三島郡島本町高浜二丁目２番１号） 

  受配校等  島本町立第一小学校（大阪府三島郡島本町広瀬一丁目５番５号） 

  調理校等  島本町立第二保育所（大阪府三島郡島本町広瀬五丁目２番２２号） 

  受配校等  島本町立第一幼稚園（大阪府三島郡島本町青葉三丁目１番１号） 

 

３ 履行期間 

令和９年４月１日から令和１２年３月３１日までの３年間とする。 

 

４ 業務の概要 

第四小学校において、第一小学校及び第四小学校の給食を調理する親子方式を採用し、

調理を行う。調理後は、受配校等である第一小学校への配送、配膳及び下膳等、食器具

等洗浄業務を行う。 

また、島本町立保育所給食調理等業務委託契約に基づき第二保育所において調理され

た給食を受配校等である第一幼稚園へ配送を行う。また、下膳後の食器具等を回収の上、

第四小学校へ返却し、洗浄業務を行う。 

上記をもって、安心安全な給食提供に努めることとする。 

具体的な内容は次のとおりとする。 

⑴ 給食対象者 

 学校等の児童及び教職員等を原則とする。ただし、発注者及び学校等の指示に基づ

き、保護者対象の試食会、地域住民等との交流給食等を必要に応じて食数に加算して

実施するものとする。 

 また、災害時の食事供給に係る調理等業務について、発注者の指示に従い協力する

こと。 

⑵ 給食実施日数 

   発注者の指示に従うこと。 

⑶ 給食実施日 

 原則として、次に掲げる学校休業日を除いて給食実施を可能とし、学校の運用に従

うこと。 

 なお、通常は学校休業日とする土・日曜日及び祝日であっても、公開授業、参観等

により児童が登校し、給食を実施する場合はこの限りとせず、発注者及び学校の指示

に従い協力すること。 

ただし、次に掲げる学校休業日のうち、イ、ウ（１２月２８日から翌年１月３日ま

でを除く）及びエの期間については、第二保育所から第一幼稚園への配送業務を履行

するものとする。 

【学校休業日】 
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ア 土曜日、日曜日 

イ 国民の祝日に関する法律第２条に規定する休日 

ウ 夏季休業 ７月２１日から８月２４日まで 

エ 冬季休業 １２月２５日から翌年１月７日まで 

オ 春季休業 ３月２５日から４月７日まで 

カ 町が指定する気象警報、災害、感染症その他やむを得ない事由による学校休業日 

⑷ 食数（見込み） 

 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

（
四
小
） 

調
理
校
等 

児童数 ５７８人  ５５０人  ５４７人  

職員数 ５６人  ５６人  ５６人  

小 計 ６３４人  ６０６人  ６３８人  

（
一
小
） 

受
配
校
等 

児童数 ４２９人  ４１８人  ３９９人  

職員数 ３６人  ３６人  ３６人  

小 計 ４６５人  ４５４人  ４３５人  

（
一
幼
） 

受
配
校
等 

児童数 １０５人  １０５人  １０５人  

職員数 １８人  １８人  １８人  

小 計 １２３人  １２３人  １２３人  

合計 １，２２２人  １，１８３人  １，１６１人  

⑸ 学級数（見込み） 

 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

調理校等（四小） １８学級  １８学級  １８学級  

受配校等（一小） １２学級  １２学級  １２学級  

受配校等（一幼） ４クラス  ４クラス  ４クラス  

合計 ３４学級等  ３４学級等  ３４学級等  

 

５ 業務従事者及び責任者 

 受注者は、次に掲げる事項により調理等業務従事者（以下「従事者」という。）を選

定し、配置すること。 

⑴ 業務責任者 

 次のアからウまでを満たす者を１名選定し、学校との連絡調整に当たり、受注者と

して業務遂行上の責任を負うべき者とすること。 

ア 調理師又は栄養士の資格を有すること。 

イ 受注者が３年以上継続して正規雇用者として雇用し、かつ、学校給食調理業務の

経験が３年以上であること。 

ウ 学校給食業務における業務責任者又は業務副責任者の経験を有し、調理従事者を

指揮監督して円滑に業務を遂行できること。 

⑵ 業務副責任者 

 次のア及びイを満たす者を少なくとも１名選定し、業務責任者に事故があるときは、

その任に当たらせること。 

ア 調理師又は栄養士の資格を有すること。 

イ 受注者が１年以上継続して正規雇用者として雇用し、かつ、学校給食調理業務の

経験が１年以上であること。 
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⑶ その他の調理従事者 

 ⑼の表に掲げる調理予定食数に応じて定める従事者数計以上の配置を確保すること。 

   なお、同表に掲げるその他の調理従事者は、受注者が正規雇用者として１年以上雇 

用し、かつ、特定給食施設での調理業務の経験が１年以上である者を配置すること。 

⑷ 栄養士資格保持者 

  ⑴及び⑵に掲げる従事者のうち、１名以上は、栄養士の資格を有すること。 

⑸ 食物アレルギー等の事由による個別対応食や刻み食、ミキサー食等の二次調理など

に十分に対応可能な人数を配置すること。 

⑹ ドライシステムの運用に十分に対応可能な人数を配置すること。 

⑺ リフト又はエレベーターを使用し、各階配膳室への配膳及び下膳に十分に対応可能

な人数を配置すること。 

⑻ 児童の給食時間には、各階配膳室に１名配置し、児童の安全に配慮して受渡しの対

応をすること。 

⑼ 調理校等（第四小学校）の従事者については、その調理予定食数により、次の人数

以上の配置を確保すること。 

調理予定食数 従事者数計 

左記のうち 正規雇用者数 

（上記⑴から⑷までの条件を満たすこと） 

業務責任者 業務副責任者 
その他の 

調理従事者 

300 人以下 5 人 1 人 1 人 1 人 

301～500 人 6 人 1 人 1 人 1 人 

501～600 人 7 人 1 人 1 人 1 人 

601～700 人 8 人 1 人 1 人 1 人 

701～800 人 9 人 1 人 1 人 2 人 

801～900 人 10 人 1 人 1 人 2 人 

901～1000 人 11 人 1 人 1 人 2 人 

1001～1100 人 12 人 1 人 1 人 2 人 

1101～1200 人 13 人 1 人 1 人 2 人 

1201 人以上 
100 食増ごと 

に 1 人増 
1 人 1 人 2 人 

  ※ 上記人員配置を満たさないことが確認されたときは、発注者と受注者が協議

の上、業務委託料を減額する場合がある。 

⑽ 受配校等（第一小学校）の従事者については、その予定食数により、次の人数以上

の配置を確保すること。 

第一小学校予定食数 配膳員（非正規雇用者でも可） 

200 人未満 2 人 

200～500 人 3 人 

  ※ 上記人員配置を満たさないことが確認されたときは、発注者と受注者が協議

の上、業務委託料を減額する場合がある。 

⑾ 配送については、運転士１名を確保し、安全運転に努めること。 

⑿ 従事者の報告 

  「報告様式１ 業務責任者等報告書」及び「報告様式２ 業務従事者報告書」に従

事者の経歴書を添えて、履行開始の２週間前までに、発注者に従事者の配置を届け出
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ること。 

⒀ 従事者変更の報告 

  ⑿による報告に変更が生じる場合は、従事開始 1 週間前までに「報告様式３ 業務

従事者変更報告書」により発注者及び学校に届け出ること。ただし、緊急やむを得な

い場合は、発注者にその理由を付して申し出ること。 

 

６ 安全・衛生管理 

⑴  衛生管理は、「大量調理施設衛生管理マニュアル」、「学校給食衛生管理基準」及び

文部科学省が発行する「学校給食関係マニュアル」に準拠して行うこと。 

⑵ 受注者は、関係法令に基づき、食品衛生責任者を定め、食品の衛生管理に留意する

とともに、調理業務等が衛生的に行われるよう、従事者の衛生教育に努めること。 

⑶ 受注者は、関係法令に基づき火元責任者を定め、調理場の防災に留意すること。 

⑷ 調理従事者の衛生管理 

ア 受注者は、従事者全員に対し、年１回以上の健康診断を定期的に行い、その実施

状況を「報告様式４ 健康診断の実施結果について（報告）」により発注者に報告

すること。また、常に従事者の健康状態に注意し、異常を認めた場合は、速やかに

受診させること。 

イ 受注者は、従事者に対し、長期休業中を含め月２回以上の検便（赤痢、サルモネ

ラ及び腸管出血性大腸菌群）を行い、速やかに「報告様式５ 腸内細菌検査（検

便）の結果について（報告）」により発注者に報告すること。 

  また、必要に応じて、ノロウイルスの検便検査に努めること。 

ウ 業務責任者は、作業前に従事者の健康状態を把握し、健康であることを確認の上、

調理業務に従事させること。従事者に食中毒の起因となる感染症又はその疑いがあ

る場合は、必要に応じて、その者を従事させないなど適正に判断すること。また、

従事者の家族にその症状がある場合にも適正に判断すること。 

エ 受注者は、従事者に欠員が出た場合は、速やかに補充し、必要人数を確保するこ

と。 

オ 新規採用者を業務に従事させる場合は、従事を開始する日前２週間以内に検便を

行い、その結果を発注者に報告すること。 

カ その他、発注者が定める作業基準に従い業務を行うこと。また、契約期間中にこ

れを改定する場合は、改訂後の作業基準に従うこと。 

⑸ 立入検査 

ア 発注者や保健所、薬剤師会等の立入検査が行われる場合、受注者は協力すること。 

イ アの立入検査の結果、発注者から衛生管理に係る補正を求められたときは、直ち

に受注者の責任において従事者への指導又は改善を行い、その詳細と結果について

「衛生管理指摘事項補正完了報告（任意様式）」を作成し、速やかに発注者に報告

すること。 

⑹ 異物混入を発見した場合は、直ちに学校に連絡し、その指示に従うこと。 

 

７ 業務の指示 

受注者は、発注者及び学校が次の様式等により指示した内容に基づいて業務を行うこ

と。 

 様式名 指示内容 指示日 

① 
指示様式１  

調理業務指示書 
日々の調理業務内容 前月末 
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② 
指示様式２  

業務変更指示書 

指示様式１に変更が生じた場合の

指示 
当日まで 

③ 学校給食献立予定表 月間の献立内容 前月末 

 

８ 業務内容 

⑴ 計画と調整 

ア 受注者は、調理等業務の実施に当たり、実施日ごとの「給食調理作業工程表」及

び「給食調理作業動線図」（以下「工程表及び動線図」という。）を作成し、事前に

学校と打合せを行うこと。この際、衛生管理上の不備等について指摘を受けた場合

は、その都度調整を行って工程表及び動線図を修正し、これに基づいて計画的に異

物混入や食中毒などの事故がないよう業務を行うこと。 

イ 加熱終了時から給食開始時までは２時間以内とし、適温で提供できるよう作業工

程を組むこと。 

ウ 突発的な事故等により予定どおりに業務を行うことができない場合は、速やかに

学校に報告し、その指示に従うこと。また、実施後は、その変更内容を朱書き等で

分かりやすく工程表及び動線図に記録すること。 

⑵ 食材の検収と管理 

ア 使用する食材は、原則として、発注者が提供する。 

イ 食材の納品時には、必ず立会い検収を行い、確認した数量又は重量の計量結果に

ついて検収記録票に記録すること。食材納品業者の納品伝票には、検収者の署名し、

又は受領印を押印すること。 

ウ 食材に不備を発見した場合は、直ちに学校に連絡し、その指示に従うこと。 

エ 食材は、適切な温度で衛生的に管理すること。 

オ 調味料等保管食材の在庫管理を日々適正に行い、使用計画に不足が発生しないよ

う管理すること。使用量の変更等により後日使用に不足が生じる場合は、速やかに

学校に報告すること。 

カ 受注者の責めによる食材等の損失については、発注者の指示に従い弁済すること。 

⑶ 下処理 

ア 食材の性質等により衛生的に区分し、適切な処理を行うこと。 

イ 野菜類は、その形状や特性を考慮し、虫や異物の残留がないよう丁寧に洗浄する

こと。 

ウ 肉魚類の解凍及び下味・衣つけの作業は、下処理室で行うこと。 

エ 要冷蔵・冷凍食品については、常温放置することなく適切な温度管理を行うこと。 

オ 野菜のへた・外皮等、食材の不要部分の廃棄は、環境に配慮し、必要最低限に努

めること。 

⑷ 切裁 

ア 学校の指示に基づき、食材を献立に即した形状に切裁すること。 

イ 火の通りや味の浸透を考慮し、食材の形状の均等を図ること。 

ウ 状況に応じて裁断機を活用し、作業の効率化を図ること。 

⑸ 調理 

ア 作業分担を計画的に行い、汚染・非汚染の作業動線に交差がないよう配慮するこ

と。 

イ 食材の形状、食感、風味及び色彩を損なわぬよう、加熱順序や調理時間を考慮す

ること。 

ウ 最終加熱時には、食材の中心温度を確認し、記録すること。加熱ムラや食材の特
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性を考慮し、１ロットに対し３か所以上において９０℃以上９０秒以上の中心温度

を確認すること。 

エ 最終加熱後に冷却する献立については、真空冷却器を使用し、中心温度が１０度

以下であることを確認し、記録すること。また、冷却後も、適切な温度管理に努め

ること。 

オ 味つけ、仕上げ等について、学校の指示を仰ぐこと。 

カ 非加熱で提供する食品については、特に衛生的な配慮を行うこと。 

キ 「食物アレルギー除去食調理マニュアル」等に基づき、食物アレルギー除去食の

調理を適切に行うこと。 

⑹ 配缶 

 学校の指示に基づき、学級ごとの適量を指示された容器に配缶すること。その際、

二次汚染の防止を徹底すること。 

⑺ 検食 

 第四小学校及び第一小学校において、おおむね給食開始時間の３０分前に学校長又

はその代行者による検食を行い、その評価と提供の決定を受けること。 

⑻ 配膳・下膳 

 ア 配缶した給食、パン、牛乳及びデザート類並びに食器具等を学校等が指示した時

間・場所に学級ごとの配膳車、配膳棚及び牛乳保冷庫に配膳すること。 

 イ 児童の給食時間には、全ての給食が配膳室から搬出されるまで児童の安全に配慮 

し、受渡しの対応をすること。 

 ウ 食物アレルギー除去食の配膳については、「食物アレルギー除去食調理マニュア 

ル」等に従い行うこと。 

 エ 児童の給食時間終了後に下膳すること。 

⑼ 配送・回収 

  ・ 調理校等から受配校等への給食等の配送については、配送車両及びコンテナを

使用すること。 

  ・ 配送経路については、発注者と協議の上、計画的に運用し、事故なく安全性に

十分配慮すること 

  ・ 受配校等においては、児童・園児の給食時間の３０分前には配送を完了するこ 

と。 

   ・ 受配校等のコンテナについては、給食時間終了後から回収し、第四小学校へ配

送すること。 

【配送車両】 

ア 配送車両は、受注者が用意し、受配校等用の食缶等を収納するコンテナを４台以

上積載可能な車両で、パワーゲートを備えていること。 

イ パワーゲートは、格納式とし、調理校等プラットホームからのコンテナ積載及び

受配校等配膳室への荷卸しの際に必要な機能を備えていること。 

ウ 車両保険、車検、自動車税及び車両メンテナンスなど維持管理に係る費用及び燃

料代については、受注者の負担とすること。 

エ 配送車両は、外観及び庫内の清掃に努め、特に庫内は衛生管理に努めること。 

【コンテナ】 

ア 間口１４４０ｍｍ×奥行８８０ｍｍ×高さ１５５０ｍｍ程度（外寸）のコンテナ

は、発注者が用意する。ただし、受注者は、日々の給食実施学級数に応じて使用台

数を調整すること。 

イ １回当たりの積載内容は、最大で次のとおりとなる見込み。 

 ・保温食缶 １４ℓ 、１０ℓ 、７ℓ ：各１３個 

 ・炊飯内釜 ３升炊き用：１３個 
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 ・フライバット ：１３個 

 ※使用する容器には、このほかにソース用容器、牛乳かご、パン箱、除去食用容器

等があり、献立により組合せが異なる。また、人数によって変動する可能性あり。 

ウ 第一小学校で使用する食器及び配食用器具等については、第一小学校において洗

浄し、保管することとする。ただし、食缶等の第四小学校において洗浄し、保管す

る器具等については、下膳後回収し、コンテナに積載の上、第四小学校に返却する

こと。 

また、第一幼稚園で使用する食器及び配食用器具等については、第四小学校にお

いて洗浄し、保管するため、下膳後回収し、コンテナに積載の上、第四小学校に返

却すること。 

エ コンテナは、常に庫内の衛生管理に努め、少なくとも週に１回は、調理校等洗浄

室において洗浄すること。 

オ 牛乳、パン及びデザートについては、原則として、調理校等及び受配校等それぞ

れへの直送であるが、納入業者との調整により、この限りでない。 

⑽ 食器具及び調理機器等の洗浄、消毒及び保管 

ア 「調理場における洗浄・消毒マニュアル Part１」（文部科学省）及び「調理場に

おける洗浄・消毒マニュアル Part２」（文部科学省）に従って行うこと。 

イ 数量の確認と安全点検を行い、不備・不具合がある場合は、速やかに学校等に報

告すること。 

ウ 洗浄剤は、人的・環境面で安全な規定濃度で使用すること。 

⑾ 残渣及び廃棄物の処理 

ア 下膳した食缶に入っている残渣は、学校等ごと、献立ごとに計量し、記録するこ 

と。 

イ 残渣や業務において発生する廃棄物は、学校等の指示に従い適切に処理すること。 

⑿ 点検と記録 

 ア 受注者は、発注者が示す次の関係帳票等により、日々の業務の点検と記録を行い、

学校等に報告すること。 

 

 帳票名 記録日 

① 学校給食日常点検票 給食実施日ごと 

② 検収記録票 給食実施日ごと 

③ 在庫表 月ごと 

 

イ 受注者は、原材料及び調理後の食品について、保存食を採取し、定められた期間

及び定められた場所において保管する。また、保存期間が満了したものについては、

適切に廃棄し、保存食の記録を取ること。 

⒀ 給食の試食 

自ら調理した給食を食べることにより、調理者としての責任を自覚し、給食内容の

改善と食育の推進に資すること。ただし、従事者を２班に分けて交替で食べるなどし

て試食担当者を限定し、食中毒が発生した場合の原因究明に支障を来さない措置を講

じること。 

⒁ 学校給食の取組への協力 

 受注者は、学校給食の意義や食育推進の役割を踏まえ、学校と協議の上、食育活動

等への協力要請があれば、積極的に協力すること。 

⒂ 附帯する業務 

 受注者は、上記⑴から⒁までの業務に附帯し、円滑な業務運営上担うことが適当と
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される作業については、発注者の指示に従い協力すること。 

 なお、次に掲げる業務については、当該業務委託に含まないものとする。 

ア 献立作成に関する業務 

イ 食材の決定及び調達に関する業務 

ウ 学校の給食費の徴収に関する業務 

エ 廃棄物の回収に関する業務 

オ 施設設備の保守点検等維持管理に関する業務。ただし、日常的な取扱いによる保 

 守及び管理は、受注者が担うべき業務とする。 

 

９ 施設設備、機器及び器具等の使用及び管理 

⑴ 発注者は、受注者の給食施設設備の使用を無償で認め、調理用機器及び器具類につ

いては、無償で貸与する。 

⑵ 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって施設・設備の管理に当たり、整理整

頓と清掃を行うこと。 

⑶ 長期休業中は、日常業務で実施できない部分の清掃、点検及び消毒を計画的に行う

こと。 

⑷ 給食施設設備、機器又は器具等が破損した場合は、速やかに発注者に報告し、その

指示に従うこと。 

  なお、ドライシステムとして運用すべきところ、水を撒くなど適切ではない運用に

より床等が破損するなど、受注者の責めに帰すべき理由による場合は、その損害を賠

償すること。 

⑹ 従事者の福利厚生のために使用する備品の調達及び維持管理は、受注者の負担とす

ること。 

 

10 研修 

⑴ 受注者は、学校給食の目的が達成されるよう、従事者に対して安全・衛生管理、調

理技術、その他必要な事項に関する研修を学期ごとに少なくとも１回以上実施し、従

事者の技能及び資質向上に努めること。また、学校給食業務の未経験者を従事者とし

て配置する場合には、事前に手の洗い方や手洗いのタイミング等を始めとする衛生管

理、安全管理及び調理技術についての研修を十分に行うこと。 

⑵ 受注者は、⑴の研修を計画的に実施し、実施日時、場所、参加者、研修内容等を記

載した文書を「研修実施の報告（任意様式）」として速やかに作成し、発注者に提出

すること。 

⑶ 受注者は、発注者が開催し、又は指示する研修会等に従事者を参加させること。 

 

11 業務管理報告 

 受注者は、業務の履行に当たり、次に定める各様式により発注者及び学校に報告する

こと。 

 報告書 提出日 
提出先 

学校 教育委員会 

① 
報告様式１ 

 業務責任者等報告書 
履行開始日２週間前まで 

学校へは教

委から送付 
◎ 

② 
報告様式２ 

 業務従事者報告書 
履行開始日２週間前まで 

学校へは教

委から送付 ◎ 
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③ 
報告様式３ 

 業務従事者変更報告書 
変更の都度、事前に ○ ◎ 

④ 

報告様式４ 

 健康診断の実施結果につ

いて（報告） 

実施後速やかに  ◎ 

⑤ 

報告様式５ 

 腸内細菌検査（検便）の 

 結果について（報告） 

従事前２週間以内及び 

月２回実施後速やかに 
○ ◎ 

⑥ 
報告様式６ 

完了届 

月間の業務完了日 

（月末） 
校長の確認 ◎ 

⑦ 
報告様式７  

給食調理等業務作業日報 

従事日ごと 

調理校校長に提出 
◎ 

学校から月

ごとに提出 

⑧ 

報告様式８ 

 給食受配校配膳業務作業

日報 

従事日ごと 

受配校校長に提出 
◎ 

学校から月

ごとに提出 

⑨ 研修実施の報告 学期ごと実施後速やかに  ◎ 

⑩ 
衛生管理指摘事項補正完了

報告 
指摘後速やかに  ◎ 

⑪ 自主検査実施報告 実施後速やかに  ◎ 

⑫ 
長期休業中の作業日程予定

表 
長期休業開始日までに ○ ◎ 

※ ◎は原本、○は写しを提出 

※ ⑨⑩⑪⑫については、任意の様式とする。 

※ ⑨研修実施の報告は、開催日時、場所、出席者及び研修内容の概要等を記し、研修資

料等を添付すること。 

※ ⑩衛生管理指摘事項補正完了報告及び⑪自主検査実施報告は、その詳細を記すこと。 

 

12 経費の区分 

 当該業務の履行に係る経費の発注者及び受注者の負担区分は、別紙のとおりとする。 

 なお、別紙に記載のないものについては、発注者及び学校と協議の上、決定する。 

 

13 契約保証者 

⑴ 受注者は、本業務の履行を保証するために、当該業務を完了することができない場 

 合に、自己に代わって自ら業務を完了することを保証する他の業者を１者契約保証者 

 として立てなければならない。 

⑵ 契約保証者は、当該契約の種類及び金額に応じ、発注者が承認した者でなければな 

 らない。 

⑶ 契約保証者は、受注者に万一契約履行上不都合があった場合又は労働争議その他の 

 事情により受注者による契約の履行が不可能となった場合には、受注者に代わって当

該業務を履行しなければならない。ただし、その場合においても、受注者の義務は免

責されず、契約保証者が履行した業務に係る費用の支払は、発注者、受注者及び契約
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保証者の協議によって定めるものとする。 

 

14 その他 

⑴ 本仕様書は、業務の大要を示すものであり、本仕様書に定めのない事項であっても、

本仕様書に付随する業務は誠意をもって実施すること。 

⑵ 午後７時から翌日の午前６時４５分までの時間帯には、学校内へ立ち入らないこと。 

⑶ 従事者は、言動に注意し、教職員、児童、園児、来校者等に不快感を与えないこと。 

⑷ 学校等敷地内への車の乗入れは、配送車両を除き禁止すること。 

⑸ 学校等敷地内及び門前等周辺道路上での喫煙を禁止すること。 

⑹ 関係会議等には、発注者の指示に応じ、原則として業務責任者又は業務副責任者が

参加すること。 

⑺ 業務の実施に当たり、できる限り光熱水費の節約に努めること。 

⑻ 契約終了時には、業務の引継ぎに協力すること。 

⑼ 本業務に係るプロポーザル審査会において、確認した事項を履行すること。 

⑽ 本業務は地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約である。また、翌

会計年度以降の予算が減額・削除された場合には当該契約の変更・解除があり得る 



 

11 

 

別紙 

経費の区分 

発注者（島本町） 

 

①光熱水費（電気・上下水道・ガス） 

②施設・設備費 

③食器具、調理機器等の備品費 

④貸与機器の修繕費（消耗によるもの） 

⑤鼠族・害虫等の駆除費 

⑥発注者が定めた消耗品にかかる費用 

⑦残渣・ゴミ処理費 

 

受注者 

 

①従事者の人件費及び福利厚生にかかる費用 

②従事者の保健衛生費（健康診断、検便等） 

③従事者の被服費・洗濯費等 

 従事者の調理用白衣上下、帽子、マスク、履物、前掛、手袋（調理及び作業用手袋、

使い捨て手袋 食品衛生上適した材質であること） 等  

④日常点検に必要な器具及び薬品類 

残留塩素測定用器具及び試薬、中心温度計、放射温度計 等 

⑤調理用品類 

アルミホイル、オーブン用シート、ラップ、ポリ袋（保存食用及び配食用を除く）、自

動点火棒、包丁、ハサミ 等 

⑥洗浄及び清掃用品類 

食器具用洗剤、スポンジ・ブラシ類、ゴムホース、ワイパー、モップ、ほうき、ゴミ

箱、ゴミ袋、研磨剤、漂白剤、手洗い石けん（自動手洗器については必ず泡タイプ石

けん液を使用すること。）、器具消毒用アルコール、手指消毒用アルコール、洗濯用洗

剤、ペーパータオル、器具油、釜酢、砥石 等 

⑦貸与機器の修繕費（受注者の過失によるもの） 

⑧受注者が開催する研修の費用 

⑨雑費・文具類及び必要関係書類（報告書様式等）に関する経費 

救急薬品類（消毒薬、絆創膏、ハンドクリーム 等）、筆記用具類（ペン、鉛筆、消し

ゴム、ノート 等）、従事者用茶・茶器等、トイレットペーパー、乾電池 等 

その他、日々消耗する物品については、受注者の負担とすることが適当と認められる

もの。 

⑩従事者の給食費等 

1食あたり、教職員からの徴収額と同額を給食費として徴収する。 

従事者を２班に分けて交替で給食を喫食するなどして試食担当者を限定し、食中毒が

発生した場合の原因究明に支障を来さない措置を講じること。 

⑪配送車両のメンテナンスに係る費用及び燃料 

⑫その他の経費 

 

※ 当該業務で使用する食材については、発注者が購入し、提供する。 

 


